
福山市西部市民センター運転監視保守業務委託仕様書 

 

Ⅰ．運転監視業務 

１ 目 的 

福山市西部市民センター（以下「市民センター」という。）に設置された防災設備、電気設備、空

気調和設備、給排水衛生設備、建築諸設備を含む市民センター全体の安全かつ効率的な運転操作、

監視を行い、災害時における防災の中枢機構として一連の災害活動を適切、効率的に行うと共に、

快適、安全な環境をつくるため各機器の機能及び施設の状態を常に最良の状態に保てるよう故障の

予防に務める。 

また、万一異常を発見し、または異常を予測した場合には適切な処置をとり、各設備の有機的な

連携維持管理及び耐久化、省エネルギー化に努め、施設維持を通じ、広く市民サービスに努めるこ

とを目的とする。 

 

２ 建物及び設備機器の概要  

別紙のとおり 

 

３ 一般的事項 

本仕様書は、管理業務の大綱を示すものであって、本書に明記されていない業務であっても、委託

者が必要と認めた業務は、その指示により実施するものとする。 

(１) 受注者は、目的に沿うよう年間及び月間の保守整備計画を立案し、確実に実施するものとし、

エネルギーの無駄を省き、常に節約に努める。 

(２) 竣工図書類、官公庁関係提出書類及び、法的に必要な測定、点検記録簿等は、常に整理すると

ともに法に基づく書類の届け出、報告の代理若しくは事務の代行を行う。 

(３) 各機器の点検記録簿及び設備保守日報等を毎月提出、報告を行う。 

(４) 設備機器台帳を作成し、改修、取替、オーバーホールや故障の内容の原因等を記録しておく。 

(５) 予備品、在庫品、保守工具は常に整理し、何時でも必要なものが使えるように管理しておく。 

(６) 受注者は所定の制服、名札を着用し、言語、動作に注意し、常に清潔に努め来庁者に不快の念

を与えない。 

(７) 運転管理業務に従事する設備要員の配置にあたっては、経験豊かで有能な技術者を選定し、実

務経験３年以上を有する者とし、経歴書を発注者に提出し、承認を得なければならない。 

(８) 業務を統括するため、設備要員の中から統括責任者を選任し、運転管理業務の統括及び指揮監

督する。 

(９) 防災センター、設備機械室等の内部には、関係者以外の入室は禁ずる。 

ただし、発注者が承認した者はこの限りではない。 

(10) 発注者は受注者に対し、運転管理業務上、契約書及び本仕様書に適合しないと認めたときは、

その業務の内容変更又は手直しを命ずることが出来る。 

(11) 受注者及び設備要員は、業務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。 



(12) 市民センター設備機器、備品その他の破損及び異常を発見したときは、直ちに発注者に報告し

その指示を受ける。 

(13) 電気、機械等の設備関係の保守範囲は、本仕様書に示すとおりとするが、他の保守業者との関

連部分は、発注者の指示により関係者が協力して諸設備が正常に稼働するよう常に留意する。 

(14) 保守点検に必要な測定器、工具、事務用品、薬品類、保守用物品（グリス、ウエス）について

は設備機器に付属して設置されているものを除き受注者の負担とする。 

(15) 保守点検後の使用済フィルター・バッテリー等については、受注者の責任において適切に処理  

する。 

(16) 業務遂行上に生じた事故の責任は、すべて受注者に帰し、これに要する費用すべて受注者の負

担とする。 

(17) 建設基準法第１２条第２項及び第４項の点検について、法令に基づき必要とされる点検資格を

有する者が点検を行い、本市様式にて毎年１回点検結果を報告するものとする。ただし、打診に

よる外壁点検などは記入を省くことができるものとする。 

(18) 災害時、緊急時における対応については、別途協議する。 

４ 委託業務の内容 

(１) 保 安 業 務 

ア 中央監視盤の監視及び制御 

イ 設備要員は、平常から現場の実態を充分に把握し、業務遂行に当たっては、各種設備の経済

的運用並びに事故の未然防止に努める。 

ウ 市民センター内の火災及び管理設備物件に事故が発生した場合、または発生する恐れのある

場合には、直ちに現場に急行し、緊急適切な処置をとるとともに、直ちに発注者へ連絡し、そ

の指示を受けること。また、停電の場合には、直ちに次の処置をとる。 

(ア) 自家用発電機の運転等緊急適切な処置をとる。 

(イ) その他関係諸設備機器に被害を及ばさないよう充分な注意を持って適切な処置をとる。 

エ 感電等重大な事故が発生していると考えられる場合の遮断機、開閉器の操作は特に敏速適切

な処置をとる。 

オ 台風、地震その他気象変化の場合で、災害の恐れが考えられるときは、巡回監視を厳重に行

い、発注者の指示に従い災害防止に努める。 

(２) 管 理 業 務 

ア デマンド監視、熱源監視等を行い、運転時間の最適化、電力使用の合理的な省エネルギーを

図るための方策を研究し、諸設備が最も有効に稼働するよう常に心がける。 

イ 毎月の「運転保守管理業務実施計画書」を前月の２５日までの提出し、発注者の承認を受け

る。 

ウ 設備を変更する必要のある場合の諸資料の作成、期間統計表の作成並びに別途保守契約する

場合の工事及び修理に要する資料の作成を行うものとする。 

エ 監督官庁の検査並びに別途保守契約による業務及び修理には、責任者が手配及び立会う。 

オ 業務報告及び関係書類の整備と保管 

業務に関する事項及び毎日の業務状況についての所定事項を日報及び記録書に記録整理し、



原則として翌日に発注者の承認を得て厳重に保管するとともに、必要事項については、これを

発注者に提出しなければならない。 

【整備及び保管する書類】 

a 設備運転保守日報       b 蓄電池点検記録 

c 発電機試運転記録       d 空調温度日誌 

e 太陽光発電記録（日報・月報） f 使用エネルギーの石油換算表（月報・年報） 

g 受変電日誌          h ポンプ・モーター点検記録 

i 空調機点検記録        j 分電盤、操作盤点検記録 

k 設備機器台帳         l 送風機点検記録 

m 年間・月間作業実施計画    n 取引メーター検針簿及び検針記録 

o その他の法令上必要な日報・日誌記録簿 

p 出勤簿            q 各種機器試運転表及び取扱説明書 

r 設備図面一式         s 測定器・工具及び備品 

t その他の管理上必要なもの 

(３) 運転監視業務 

運転中は、常時中央監視盤を監視し、負荷の変動をよく確認し、負荷容量に応じて設置された

機器のコントロールを行い、消費電力及び燃料の軽減に努める。 

また、保守については、機器の機能を常時良好に保持し、また常時使用に支障を来さぬように

点検・手入れ、予防保全作業を定期あるいは随時に行うものとする。 

ア 一般事項 

(ア) 圧力、温度、レベル等を確認し、それらを規定に保持し変動に注意して完全な運転を

行う。 

(イ) 電流、電圧、その他設置された計器等を目視確認し、それらを規定値に保持させなけ

ればならない。 

(ウ) 各自動機器の安全装置の機能を確認し、必要と認める装置は、点検試験を毎日行い、

異常の発見を速やかにする。 

(エ) ベルト張りと交換、グリス補充と取替、パッキン交換、漏水補給、塗装（補修程度）、

清掃等の保守作業は定期的に、あるいは作業の発生時に行う。 

(オ) 機械室、設備機器等の清掃、点検、調整その他作業は定期的に、または作業発生時に

行う。 

(カ) 各自動制御機器の作動値の変更は、発注者の指示及び協議により行い、記録に留める。 

(キ) その他発注者が指示する事項は、敏速に処理すること。また、運転保守に含まれない設

備の工事及び修理（改造を含む）の必要あるときは、その理由を発注者へ報告する。 

(４) 設備点検業務 

ア 電気設備・機械設備点検 

電気設備・機械設備の点検及び点検周期の目度については、建築保全業務共通書のとおりと

し、発注者の承認を得て実施する。 

イ 建築設備点検 



(ア) 点検内容 

a 屋根仕上げ材及び防水の異常を点検し施設管理者に報告する。 

b 樋、ドレン等の排水状況を点検し、堆積物及びごみが認められる場合は取り除く。 

c 雨水マス、玄関マットドレンまわり、及び排水溝の堆積物等の有無を点検し、認めら

れる場合は取り除く。 

d ブラインドの補修等、軽微な修繕については可能な範囲で行う。 

e その他、建物内の建築施設に異常が認められる場合は施設管理者に報告する。 

f 屋上緑化潅水設備の確認とタイマー調整 

(イ) 点検周期 

a～e 点検周期は２ヶ月に１回とする。 

f   点検周期は１ヶ月に２回とする。 

(５) 建築施設運転操作・監視業務 

ア 業務管理 

（ア）各建築施設運転操作・監視業務は施設管理者の指示により行う。 

（イ）重量物（30kg以上）の移動作業は、交代時間等を利用し複数で対応するなど、相応の人員

配置で対応する。 

（ウ）点検時等、長時間防災センターを空ける時は、松永市民サービス課に連絡し緊急時の連絡

が取れるよう対応する。 

イ 運転操作・監視業務内容 

 (ア) ホールステージ作業灯の操作、吊物バトンの操作、簡易な音響操作などを行う。 

(６) ビル管理法に基づく環境衛生管理業務 

ア 管理業務 

（ア）管理業務の計画立案を行う。 

（イ）管理業務の指揮監督を行う。 

（ウ）管理基準に関する測定、検査の実施とその結果に基づく処理を行う。 

（エ）環境衛生上の維持管理に必要な各種調査(害虫、清掃等)の実施とその結果の評価を行う。 

 

５ 設備要員数及び資格等について 

(１) 要員数及び勤務時間 

ア 勤務要員数は、本仕様書に示す委託業務を支障なく遂行する人員とすること。 

なお、施設の時間・休日はつぎのとおりである。 

施 設 名 場 所 時 間 休 日 

福山市西部市民センター 

事務室部分 
午前 ８時３０分から 

午後 ５時１５分まで 

土曜・日曜・祝日・ 

年末年始（６日間） 

貸 室 部 分 

(ホール・楽屋) 

午前 ９時００分から 

午後１０時００分まで 

毎月第１月曜日(祝日の

場合、その日以後最も

近い休日でない日)及び

年末年始(６日間) 



貸 室 部 分  

（諸  室） 

午前 ９時００分から 

午後１０時００分まで 
年末年始(６日間） 

施 設 名 場 所 時 間 休 日 

福山市西部市民センター 

交流館部分  
午前 ８時３０分から 

午後１０時００分まで 
年末年始(６日間） 

図書館部分  

午前１０時００分から

午後  ７時００分まで

※土曜・日曜日、休日

は午前１０時から午後

６時 

館内整理日及び 

年末年始(６日間） 

イ 配置人員は、本仕様書に示す業務委託を支障なく遂行できるように、また法令等に適合する

よう配置する。 

ウ 休暇等により要員を欠く場合は、臨時の応援により業務に支障が無いように不足要員を補充

すること。また、発注者が都合により必要と認めた場合は、発注者の指示により勤務時間の変

更（早出、延長）あるいは休日等出勤するものとする。この場合の時間外勤務手当等は、契約

金額に含むものとする。 

(２) 資格（重複して所有することを妨げないものとする。） 

ア 建築物環境衛生管理技術者 

イ 電気工事士（第１種電気工事士、第２種電気工事士）程度の技量を有する者 

 

６ 委託期間 

委託期間は２０２６年（令和８年）４月１日から２０２９年（令和１１年）３月３１日までとす

る。 

 

Ⅱ．定期点検保守管理業務 

１ 目 的 

市民センターの維持管理に関して、Ⅱ.3『定期点検保守管理内容』に示す業務を実施し、常に

環境衛生上良好な状態を維持することを目的とする。 

また、市民センターに設置しているⅡ.3 に示す設備機器の定期保守点検（法令で定める場合に

は、当該法令の定める事項を満たす）を実施し、常に機器を良好な運転状態に保つことを目的と

する。 

 

２ 一般的事項 

(１) 本仕様書は、Ⅱ.3 に示す業務及び設備機器の定期点検保守業務の大綱を示すものであっ

て、Ⅰ.3 の一般的事項に準ずる。 

(２) 受注者は定期保守点検を実施する前に、業務責任者を定め、定期保守点検実施者、実施体

制、実施工程、業務を行うものが有する資格等の業務を適性に実施するために必要な事項を記



載した業務計画を提出し、発注者と協議し、承諾後、実施するものとする。業務担当者の安全

衛生に関する管理は、業務責任者が責任者となり、関係法令に従って行う。 

(３) 定期点検及び保守、運転等の作業にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必

要な安全措置を講じ、事故の防止につとめる。点検及び保守運転等の作業を行う場所、若しく

はその周辺に第三者が存する場合又は立ち入るおそれがある場合には、危険防止に必要な措置

を施設管理者に報告のうえ、当該措置を講じ事故発生を防止する。 

(４) 受注者は、定期保守点検の実施にあたって、常に設備の保全につとめ、設備点検の結果、

異状が判明したときは、速やかに発注者に報告し指示に従うものとする。 

(５) 受注者は、定期保守点検結果の状態報告等、ただちに発注者へ報告するものとし、点検業

務報告書を作成し速やかに発注者へ提出する。なお、必要に応じ劣化状況を示す写真及び図面

を提出する。 

(６) 受注者は、保守点検の実施にあたり、設備備品等その他の造営物をき損した場合は、発注

者に報告すると共に速やかに原形に復帰しなければならない。 

(７)  Ⅱ.3 に示す定期点検保守機器の故障時等の緊急修理、調整作業は、全て本委託業務に含

むものとする。 

(８) 定期保守点検に必要な測定器、工具、事務用品、薬品類、保守用物品（グリス、ウエス）

については、設備機器に付属して設置されているものを除き受注者の負担とする。 

(９) 定期保守点検に必要な電力、水、ガス及び故障発生、点検中に発見された不具合に伴う調

査費、修理費、部品費は発注者の負担とする。 

(10) この仕様書に明記なき事項、または質疑を生じた事項は、発注者、受注者協議して定める

ものとする。 

 

３ 定期点検保守管理内容 

(１) 室内空気環境測定業務 

ア 一般的事項 

市民センターの室内空気環境測定は、建築物環境衛生管理基準（施行規則第２条、第３

条及び第３条の２）に準じて実施し、建物の室内空気環境の状況を把握するとともに常に

衛生的管理を推進するものである。 

イ 測定方法 

室内等については空調機ゾーン、各階ごとに居室の適切な位置を選定し、測定位置は床

上７５ｃｍ～１５０ｃｍの間で必ず一定した高さで測定し、外気取り入れ口付近及び１階

出入り口付近で測定する。 

ウ 測定周期 

表中１から６までの測定項目については、測定間隔は２ヶ月以内に１回、定期的に行う

ものとし、測定回数は各項目毎に１日２回実施する。 

表中７の測定項目については、特定建築物の大規模の修繕又は模様替（以下「建築等」

という。）を行ったとき、当該建築等を行った階層の居室において、当該建築等を完了し、



その使用を開始した日以後最初に到来する測定期間（６月１日から９月３０日までの間）

中に１回実施する。 

エ 測定箇所 

測定箇所は諸室の用途・規模、空調の方式や系統、居室のレイアウト等を考慮したうえ

で、建築物全体の空気環境が十分に把握できるよう、建築物の使用実態に応じた選定をす

る。 

オ 測定を行う者の資格 

測定を行う者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第２６条第２

項に定める空気環境測定実施者とする。 

カ 測定結果の報告 

測定結果は速やかに発注者に報告する。測定の結果管理基準値に適合しない場合には、

その原因を推定し、発注者に報告する。 

キ 測定点数 

１１ポイント（外部１ポイントを含む） 

ク 測定項目及び機器は次のとおりとする。 

測 定 項 目 測 定 機 器 等 管 理 基 準  

１ 浮遊粉塵の量 グラスファイバーろ紙（0.3μのステアリン

酸粒子を99.9％以上補集する性能を有するもの

に限る。）を装着して相対沈降径がおおむね10

μ以下の浮遊粉塵を重量法により測定する機器

又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該

機器を標準として較正された機器。 

空気1ｍ３につき0.15㎎

以下 

２ 一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器又はこれ

らと同程度以上の性能を有するもの。 

100万分の６以下 

３ 炭酸ガスの含有率 検知管方式による炭酸ガス検知器又はこれら

と同程度以上の性能を有するもの。 

 

100万分の1000以下 

４ 温 度 0.5度目盛の温度計又はこれらと同程度以上

の性能を有するもの。 

18度以上28度以下 

居室における温度を外気

の温度より低くする場合

は、その差を著しくしな

いこと。 

５ 相対湿度 0.5度目盛の乾湿球湿度計又はこれらと同程

度以上の性能を有するもの。 

40％以上70％以下 



 

測 定 項 目 測 定 機 器 等 菅 理 基 準  

６ 気 流 0.2ｍ／ｓ以上の気流を測定することができ

る風速計又はこれらと同程度以上の性能を有す

るもの。 

0.5ｍ／ｓ以下 

７ ホルムアルデヒド 

 の量 

2・4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集-高速

液体クロマトグラフ法により測定する機器、4-

アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1・2・4-

トリアゾール法により測定する機器又は厚生労

働大臣が別に指定する測定器 

0.1ｍｇ／ｍ３以下 

（注）① 厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物は、大気中における一酸化炭素の含

有率が概ね１００万分の１０を越えるため、居室における一酸化炭素の含有率が概ね

１００万分の１０以下になるように空気を浄化して供給することが困難である建築物

とし、厚生労働省令で定める数値は１００万分の２０とする。 

② 表中１、２、３に掲げる管理基準値について比較すべき数値は、一日の使用時間中

の平均値とする。この場合の平均値は、始業後、始業前及びその中間時の３時点にお

いて測定し、その平均値をもって当該平均値としてさしつかえない。 

③ 表中４、５、６に掲げる管理基準値について比較すべき数値は、居室の使用時間中

常時の数値とする。 
 

(２) 飲料水水質検査業務 

ア 一般的事項 

建築物環境衛生管理基準（施行規則第４条）に基づき、市民センターの飲料水及び給湯

水の水質検査のため大網を示すものであり、本仕様に明記されていない業務であっても発

注者が必要と認めた業務は、その指示により委託金額の範囲内で誠実に実施するものとす

る。 

イ 検査対象 

水道水及び給湯水の水質検査 

ウ 検査項目 

特定建築物における飲料水及び給湯水の水質検査 

エ 検査方法 

水道法(昭和３２年法律第１７７号)第４条第２項の規定に基づく水質基準に関する省令(

平成１５年厚生労働省令第１０１号)に定める検査方法または上水試験方法（日本水道協会

編） 

オ 採水日 

６月及び１２月で発注者の指示する日 



カ 検査回数 

次に掲げるものについて所定の回数 

検 査 項 目 回 数 

１．一般細菌 
1ｍｌの検水で形成される集落数

が100以下であること 

 

 

 

 

 

２回／年 

 

 

 

 

２．大腸菌 検出されないこと 

６．鉛 0.01ｍｇ／ｌ以下であること 

９．亜硝酸態窒素 0.04ｍｇ／ｌ以下であること 

11．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10ｍｇ／ｌ以下であること 

32．亜鉛 1.0ｍｇ／ｌ以下であること 

34．鉄 0.3ｍｇ／ｌ以下であること 

35．銅 1.0ｍｇ／ｌ以下であること 

38．塩素イオン 200ｍｇ／ｌ以下であること 

40．蒸発残留物 500ｍｇ／ｌ以下であること 

46．有機物等（過マンガン酸カリウ

ム消費量） 
5ｍｇ／ｌ以下であること 

47．ＰＨ値 5.8以上8.6以下であること 

48．味 異常でないこと 

49．臭気 異常でないこと 

50．色度 ５度以下であること 

51．濁度 ２度以下であること 

22．クロロ酢酸 0.02ｍｇ／ｌ以下であること  

 

 

 

６～９月の１回 

23．クロロホルム 0.06ｍｇ／ｌ以下であること 

24．ジクロロ酢酸 0.03ｍｇ／ｌ以下であること 

25．ジフロモクロロメタン 0.1ｍｇ／ｌ以下であること 

26．臭素酸 0.01ｍｇ／ｌ以下であること 

27．総トリハロメタン（21～24の各

々の濃度総和） 
0.1ｍｇ／ｌ以下であること 

28.トリクロロ酢酸 0.2ｍｇ／ｌ以下であること 

29.ブロモジクロロメタン 0.03ｍｇ／ｌ以下であること 

30.ブロモホルム 0.09ｍｇ／ｌ以下であること 

 31.ホルムアルデヒト 0.08ｍｇ／ｌ以下であること 

（注）① 検査項目及び検査項目中の番号は、水質基準に関する省令（平成４年厚生労働省令

第６９号）に掲げられた項目及び番号を記載しているが、建築物環境衛生管理基準（



施行規則第４条）及び水質基準に関する省令に改廃が生じた場合には、改廃後の内容

により実施するものとする。 

(３) 害虫駆除業務 

ア 一般的事項 

建築物環境衛生管理基準（施行規則第４条の４及び第４条の５）に基づき、市民センタ

ーの害虫駆除のため大網を示すものであって、本仕様に明記されていない業務であっても

、発注者が必要と認めた業務は、その指示により委託金額の範囲内で誠実に実施するもの

とする。 

イ 業務内容 

(ア) 発生源処理 

湯沸室、トイレ、シャワー室、脱衣場、浴室、ゴミ集積所、湧水槽を発生源とし、

空間噴霧及び残留噴霧で処理すること。 

(イ) 一般面処理 

ＵＬＶ機による噴霧で処理すること。 

ウ 業務の順序等 

(ア) 業務実施計画書を提出し、発注者と協議のうえ承認を得て実施すること。 

(イ) 業務の際、移動できるものは移動して実施し、実施後は片付けをすること。 

エ 業務の実施時期 

年２回（次の時期の４時間以内に統一的に実施すること。） 

(ア) 第１回目  ６月 

(イ) 第２回目  １２月 

オ 使用薬剤 

無臭性、低毒性のものを感染症予防法施行規則の基準に従って使用する。 

発生源に対しては、水性ペルメトリン５％乳剤２～４倍液を１㎡あたり２～４cc散布

（ＵＬＶ施行）し、さらに低臭性フェ二トロチオン５％ジクロルボス２％混合乳剤１０倍

液を１㎡あたり５０cc噴霧（残留処理）すること。また、トイレ、湯沸室、湧水槽につい

ては、さらにＭＣ剤を噴霧すること。 

一般面については、水性ペルメトリン５％乳剤２～４倍液１㎡あたり１～２cc散布（Ｕ

ＬＶ施行）し、低臭フェ二トロチオン５％、ジクロルボス２％混合乳剤１０倍液を１㎡あ

たり５０cc噴霧（残留処理）すること。 

カ 汚染防止 

薬剤の使用にあたっては、書類、器物、衣類等を汚染しないよう特に留意すること。 

キ 火災盗難防止 

この業務の実施にあたっては、各室の鍵の授受を明らかにし、業務中はもちろん火災及

び盗難の防止、通気衛生に注意し、業務終了後、窓、出入口等の施錠をし、委託者に申し

送ること。 

ク 実施の確認 

業務終了後に次のとおり確認を受けること。 



(ア) 業務終了直後の確認 

発注者の検査を受け業務実施計画書に実施済確認印を受けること。 

(イ) 一定期間後の確認 

業務終了直後の確認日から３０日以内に効果の確認を受け、駆除効果の少ないとき

は手直しすること。 

ケ その他注意事項 

(ア) 薬剤、器具等は、引火性、発火性の強い製品を使用しないこと。 

(イ) 温湿度調整などしてある場合、とびら、窓等の開閉は特に注意すること。 

(ウ) 作業報告書提出の際、作業実施中の写真もあわせて提出すること。 

 

(４) 受水槽、高架水槽清掃業務 

ア 一般的事項 

建築物環境衛生管理基準（施行規則第３条の３、第４条）に基づき衛生的環境を維持す

るため定期的に点検及び清掃を行うものとする。 

イ 清掃保守機器 

高架水槽（加圧給水式）    １回／年 

ウ 清掃保守業務内容 

(ア) 清掃作業 

a 高架水槽の清掃は受水槽の清掃を行った後に行う。 

b 水槽内の沈澱物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を除去し洗浄する。

壁面等に付着した物質の除去は水槽の材質に応じ適切な方法で行う。 

c 洗浄に用いた水は、完全に水槽外に排除するとともに、水槽周辺の清掃を行う。 

d 清掃終了後、水道引込管の停滞水や管内のもらい錆等が水槽内に流入しないよ

うにする。 

(イ) 消 毒 

a 清掃終了後、塩素剤を用いて２回以上水槽内の消毒を行う。 

b 消毒薬は有効塩素５０～１００ｐｐｍの濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液又は、

これと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用いる。 

c 消毒は水槽内の全壁面、床及び天井の下面について高圧洗浄機等を利用して噴

霧により吹付けるか、ブラシ等を利用して行う。 

d 消毒に用いた排水は、完全に水槽外に排除する。 

e 消毒終了後は、水槽内に人の立ち入りを禁止する措置を講じる。 

(ウ) 水張り 

消毒後の水洗い及び水槽内への上水の注入は、消毒終了後少なくとも３０分以

上経過してから行う。 

(エ) 汚泥等の処理 

清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、

下水道法等の規定に基づき適切に処理する。 



(オ) 水質検査及び残留塩素の測定 

水槽の水張り終了後、給水栓及び水槽における水について下表の測定を行う。 

厚生労働省告示第１１７号第５の４（平成１４年３月２６日）による基準値 

項 目 基 準 検査又は測定方法 

色 度 ５度以下 水質基準に関する省令に定め

る方法。又はこれと同等以上

の精度を有する方法。 

濁 度 ２度以下 

臭 気 ・ 味 異常でないこと 

残留塩素の含有率 
遊離残留塩素の場合は100万分の0.2以上、

結合残留塩素の場合は100万分の1.5以上 
原則としてＤＰＤ法 

エ その他注意事項 

作業の実施前、実施後には写真撮影を行い、報告書とあわせて提出すること。 

 

(５) 電気錠保守点検業務 

ア 定期保守点検機器 

・電気錠制御盤  一式 

・電気錠設置扉  １０箇所 

イ 定期保守点検回数 

１回／年 

ウ 定期保守点検内容 

(ア) 電源回路の点検（絶縁測定含む） 

(イ) インターロック回路等の制御状態確認調整 

(ウ) 運転電圧、電流の測定 

(エ) 扉側電気錠の動作確認、調整 

(オ) 総合点検調整 

(カ) 火災連動の確認、停電時の確認 

(キ) その他必要な点検及び調整 

 

(６) 消防用設備保守点検業務 

ア 定期保守点検機器 

(ア) 粉末消火器設備    一式 

(イ) スプリンクラー設備   〃 

(ウ) 連結 送水管      〃 

(エ) 自動火災報知設備    〃 

(オ) 非常放送設備      〃 

(カ) 誘導灯設備       〃 

(キ) 防排煙設備       〃 



(ク) 避難器具        〃 

      (ケ) 非常用電源自家発電設備   〃 

機 器 名 称 種 別 数 量 単 位 

(ア) 粉末消火器設備     

粉末消火器（小型）     ５４  本 

  粉末消火器（５０型）    １  本 

  粉末消火器（移動式３３kg）    ６  本 

(イ) スプリンクラー設備     

操作盤      １  面 

加圧送水装置    １  組 

ヘッド  ８４７  個 

起動装置    １  組 

流水検知装置    ６  組 

補助散水栓 屋内型    １４  基 

表示盤     １  面 

送水口     ２  個所 

呼水装置      １  台 

圧力スイッチ     ６  個 

一斉開放弁      ２  個 

(ウ) 連結送水管     

送水口      １  個所 

放水口      ４  個所 

※3年毎に耐圧性能試験を行う     

(エ) 自動火災報知設備     

受信機 Ｒ型３０回線     １  面 

差動式スポット型熱感知器  アナログ式  １０９  個 

定温式   〃    〃    ２７  個 

光電式スポット型煙感知器   〃    ６５  個 

発信機 Ｒ型１級    １５  個 

スプリンクラー始動装置      １  個 

表示灯     １７  個 

中継器    ２３  個 

配線点検      １  式 

(オ) 非常用放送設備     

増幅器操作部 ２４０Ｗ     １  台 

自動火災報知設備連動       １  式 

遠隔操作器      １  台 

スピーカー  １５５  個 

常用電源    １  式 



非常電源    １  式 

遠隔操作部    ４  台 

配線点検      １  式 

機 器 名 称 種 別 数 量  単 位 

(カ) 誘導灯     

誘導灯・通路誘導灯     ８２  台 

配線点検      １  式 

(キ) 防排煙設備     

制御盤 Ｒ型１５回線     １  面 

スポット型煙感知器     １０  個 

中継器  ７     個 

(ク) 避難器具         

ハッチ式はしご  ８      個 

  緩降機  １  基 

(ケ) 非常用電源自家発電設備 

   （年１回） 

 １  式 

＊ 防火設備点検業務に係る点検を実施。 

イ 定期保守点検仕様 

(ア) 定期保守点検回数 

・外観機能点検    ２回／年 

・総合点検      １回／年 

(イ) 定期保守点検内容 

消防法、並びに同法施行規則及びこれに基づく消防庁告示に定めるところによる

ほか、「消防用設備等の点検基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票

の様式」及び「消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の

方法、並びに点検の結果についての様式」に定めるところにより適正に行う。 

 

(７) 防火設備保守点検業務 

  ア 一般的事項 

    建築基準法第１２条第２項及び同条第４項に基づき防火設備機器の定期点検を行う。 

  イ 定期保守点検機器 

       防火設備等 

        防火扉   １０箇所 

     シャッター ７個 

＊ 防火設備等の点検は関連する感知器及び連動制御盤の点検を含む。 

  ウ 定期保守点検仕様 

（ア） 定期保守点検内容 

※消防点検時に防火設備を作動させ、動作に支障がないことを必ず確認すること。 



（イ） 提出する点検報告書 

・点検結果表 

・点検状況及び不具合の状況写真 

 

(８) 自動制御設備保守点検業務 

ア 定期保守点検機器 

空調制御 

ホール  ＰＡＣ制御             １式 

ステージ ＰＡＣ制御             １式 

図書館  ＰＡＣ制御             １式 

ＢＭＩＦ 制御                １式 

状態・故障監視                １式 

計測                     １式 

イ 定期保守点検回数 

(ア) 定期保守点検    １回／年 

(イ) 冷暖切替調整    １回／年(冷房時) 

※機器異常、故障等の緊急時については、直ちに出向いて点検調整、応急処置及び修理

を行うこと。 

ウ 定期保守点検内容 

自動制御機器を年間を通じて平常な稼動状態に維持するため、別紙機器点検仕様書によ

り行う。 

 

(９) 氷蓄熱ユニット保守点検業務 

ア 定期保守点検機器 

(ア) 空冷セパレート式エアコン用氷蓄熱ユニット     １５台 

イ 定期保守点検回数 

２回／年（冷暖切替調整含む） 

ウ 定期保守点検内容 

(ア)  空冷セパレート式エアコン用氷蓄熱ユニット 

a 電源回路の点検（絶縁測定含む）。 

b 制御箱内機器の作動確認。 

c 運転音、振動等の確認。 

d 蓄熱槽の水位の確認、調整。 

e 水・ガス漏れ箇所有無の点検。 

f ドレンパン、ドレン機構等の清掃。 

ｇ 総合運転状況確認及び調整。 

      ｈ その他必要な点検及び調整。 

  



（１０） 冷暖房設備フロン漏洩点検業務 

      ア 一般的事項 

｢フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律｣に則り業務用空調機器の

定期点検を行う。フロンガスの漏洩や機器の異常を確認した場合は直ちに市担当者へ報告

する。点検後は機器毎に「点検記録簿」を作成、記録し、松永市民サービス課へ報告する

。 

      イ 対象機器 

別紙空調機一覧のとおり 

      ウ 点検内容及び点検頻度 

(ア)  簡易点検 

 全ての機器を対象とし、四半期に１回行う。 

          室内機、室外機において目視確認等（機器からの異音、外観の損傷・腐食・油のに

じみ等）を行う。 

(イ)  定期点検 

 圧縮機定格出力７.５ＫＷ以上の機器を対象とする。２０２６年度内に１回行う。

有資格者による間接法、直接法又はこれらを組み合わせた方法による検査を行う。

資格の要件については以下のいずれかとする。 

① 冷媒フロン類取扱技術者 

② 一定の資格を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講し

た者。 

③ 十分な実務経験を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受

講した者。 

     

   （１１） 汚水桝清掃及び汚泥処理業務 

      ア 一般的事項 

       （ア）「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（建築物衛生法）」に基づき、特定

建築物に設置されている排水槽の衛生的環境を維持するため、排水に関する設備の清

掃を６ヶ月以内ごとに１回、行うものとする。 

（イ）汚泥等の処理 

清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、下

水道法等の規定に基づき適切に処理すること。 

      イ 対象場所 

        別紙図のとおり。（グリストラップ・オイルトラップ位置図） 

      ウ 作業内容及び業務の頻度・実施時期 

        作業実施にあたっては、一定の許可を受けたものが行い、グリストラップ（１００Ｌ）

・オイルトラップ（８００Ｌ）の２箇所を年２回、清掃及び汚泥処理を行うこと。 

作業日については、その都度、松永市民サービス課と協議する。 

（ア）第１回目 ９月 



（イ）第２回目 ３月 

      エ その他注意事項 

       （ア）業務終了後、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を松永市民サービス課へ提出する

こと。また、作業実施前、作業中、作業実施後の写真撮影を行い、作業報告書と

あわせて、その都度、松永市民サービス課へ提出すること。 

       （イ）作業実施にあたっては、事故の発生することのないよう十分注意を払うこと。 

 



（別紙） 西部市民センター建物及び設備機器の概要 

○ 建物概要 

・名 称 福山市西部市民センター 

・建物位置 福山市松永町三丁目 1 番 29 号 

・地域地区 用途地域     商業地域 

防火地域     指定無し 

風致地区     指定無し 

 

・敷地面積   11,600.26 ㎡ 

・建築面積    3,943.59 ㎡ 

・延べ面積    8,768.09 ㎡ 

・構造規模 

市民センター棟       鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 5 階建    7,643.36 ㎡ 

公用車立体駐車場     鉄骨造 平家建て（1 層 2 段）            597.08 ㎡ 

公用車駐車場         鉄骨造 平家建て                          171.00 ㎡ 

備蓄倉庫             鉄骨造 2 階建て                           168.74 ㎡ 

駐輪場               アルミ造平家建て                          93.50 ㎡ 

思いやり駐車場       鉄骨造平家建て                           53.78 ㎡ 

洗車場               鉄骨造平家建て                            32.83 ㎡ 

現金自動預払機棟     鉄筋コンクリート造平家建て                 7.80 ㎡ 

・高 さ   （市民センター棟） 

最高の軒の高さ       25.07m 

最高の高さ           28.93m 

・杭 地 業   場所打ちコンクリート杭地業（オールケーシング工法） 

・主要仕上   外装        

外壁   磁器質小口二丁掛タイル張り 

窓     アルミニウム製建具 南面その他に熱線反射ガラス使用 

屋根   アスファルト防水保護コンクリート打ち 一部塩ビシート防水 

内装  

床     磁器質タイル ビニル床タイル 長尺塩ビシート カーペットタイル 

       フローリング 

壁     磁器質小口二丁掛タイル張り 石膏ボード装飾塗材・EP 塗り  

ビニルクロス張り 化粧ケイカル板張り  

天井   岩綿吸音板張り 化粧石膏ボード張り ケイカル板 EP 塗り 

・ 建築設備概要 

１． 消火器 

 粉末消火器（小型）          ５５本（10 型 53 本・20 型 1 本・50 型 1 本） 

 粉末消火器（移動式３３kg）       ６本 

２． 避難器具 

 ハッチ式はしご             ８基 

 緩降機                 １基 

３．屋上緑化潅水設備（362 ㎡） 

 ホール棟 ２階 電磁弁式タイマー潅水コントローラー  ３６散水ノズル 

 ホール棟 ３階   同上     １９０散水ノズル 



○電気設備概要 

 

１ 高圧受電設備     3φ3W 6.6ｋｖ 1,550KVA （屋外キュービクル・１１面体） 

     デマンド監視装置あり（日報・月報作成） 

２ 非常用発電機設備   3φ3W  440ｖ 175KVA（屋上） 

 

３ 太陽光発電設備  １９Kw（屋上） 

     表示設備あり（日報・月報作成） 

４ インターホン設備 

①夜間受付インターホン（親 1 台、ドアホン 3 台） 

②図書館インターホン（相互式 1 台） 

５ 電気時計設備 

①４回路親時計 ············································１基 

②壁掛け子時計 ········································ ６１台 

③禁煙表示付デジタル時計…………………………１台 

④返却日付カレンダーデジタル時計 ·················１台 

６ ＴＶ共聴設備 

①アンテナ（地上デジタルＵＨＦ、ＦＭ、ＢＳデジタル） １基 

②混合器 ·····················································２台 

③ブースター ···············································７台 

④分配・分岐器 ········································ １６個 

⑤整合器 ················································· ４４個 

７ 防災行政無線設備 

①アンテナ（１５０ＭＨｚ、側壁マスト）       １基 

②可搬型無線機 ············································１台 

８ 身障トイレ呼出設備 

①トイレ呼出器              ６ヶ所 

９ 電気錠設備 

①操作盤 ·····················································１面 

②電気錠 ·············································· １０ヶ所 

10 相談室緊急呼出設備 

①表示盤  ·················································· ２面 

②呼出ボタン ············································ ５ヶ所 

11 外灯ポール 

①外灯ポール（４．５ｍ） ························· １１基 

②ガーデンライト  ······································９基 

 

12 照明制御盤 

照明器具数（外壁ブラケット含） 約１,350 台 

※ 舞台照明器具数含まず。 

13 非常業務兼用放送設備 

 非常業務兼用アンプ（240ｗ）       １基 

  ※自動火災報知機音声連動 

 リモコンマイク               ４個 

 スピーカ        155 個 

 



14 自動火災報知設備 

 R 型複合受信機６５回線（火報３０・防火戸１５・警報表示１３）  １基 

 アナログ差動式スポット型熱感知器    １０９個 

 アナログ定温式スポット型熱感知器     ２７個 

   アナログ光電式スポット型煙感知器     ６５個 

 発信機（R 型１級）            １５個 

 スプリンクラー始動装置           １個 

 表示灯                  １７個 

 中継器                  ２３個 

 

15 防排煙設備 

 制御盤（複合盤による） 

 スポット型煙感知器            １０個 

 防火扉（火災連動含む）         １０ヶ所 

 シャッター                ７ヶ所 

 中継器                   ７個 

 

16 誘導灯 

 誘導灯・通路誘導灯            ８２台 

 

17 避雷設備 

 避雷突針（３基） 

 棟上導体（支所棟部分） 

 

18 その他の利便機器 

 ホール音響・照明・映像設備         １式 

 サロン大型映像装置（１０３インチＰＤ）   １台 

 屋外イベント用音響設備           １台 

 貸し会議室用音響映像設備（多目的室、大会議室）  １式 



○機械設備概要 

Ａ．給排水衛生設備 

１ 給水方式     

   ・上水－高置タンク方式（有効容量 6.0 ㎥） 

      制御盤付給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ（揚水増圧用） ・・・1 台 

・雨水－耐震貯水槽（有効水量 41.16 ㎥）、屋上緑化灌水設備 

  給水ポンプユニット（中水用）・・・・・・・・1 台 

２ 排水方式    自然流下方式 

          (洗車場：ガソリントラップ 1400l×710w×800h） 

３ 放流先     汚水・雑排水共 直放流下水管 

４ 給湯設備    局所式 （電気・液化石油ガス） 

・ ガス湯沸器 －屋外壁掛形 10 号・・・・・・・・・・・・・・・・・1 台 

         屋内壁掛形 50 号 x2  2 連結設置 強制排気形・・・1 台 

・ 電気温水器  壁掛形・・・・・・・・・・・・・1 台 

             角型 タンク容量 ４６０Ｌ・・・2 台  

５ 消火設備    連結送水管設備・スプリンクラー設備 

          （スプリンクラー専用受水槽 67.17 ㎥） 

６ ガス設備    液化石油ガス（バルク貯槽 500kg） 

          強制気化装置 30kg/ｈ 

 

Ｂ．空気調和設備 

  １ 空気調和方式等 空気調和（パッケージ方式） 

  ２ 主要熱源機器  空気熱源ヒートポンプユニット・氷蓄熱ユニット 

空冷セパレート式エアコン（エコアイス）・・・・15 台（室外機） 

                       15 台（氷蓄熱ユニット） 

                           81 台（室内機） 

    空冷セパレート式エアコン（マルチ空調）・・・・22 台（室外機） 

                           88 台（室内機） 

  ３ 換気設備    第３種換気  換気扇・・・・ 45 台 

  ４ 排煙設備    自然排煙 

  ５ 自動制御設備  電気式自動制御・中央監視制御（200 ﾎﾟｲﾝﾄ） 

            ホール  ＰＡＣ制御 ・・・・・1 式  

            ステージ ＰＡＣ制御・・・・・・1 式 

            図書館  ＰＡＣ制御・・・・・・1 式 

            ＢＭＩＦ 制御・・・・・・・・・1 式 

状態・故障監視・・・・・・・・・1 式 

計測  ・・・・・・・・・・・・1 式 

 

 






























































































































































